
ヤマカタヤゴールドカード特約
※ ＶＩＳＡ･ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ･ＪＣＢをお選びの方
第1条（カード名称）
株式会社クレディセゾン（以下「当社」という）が株式会社山形屋（以下
「山形屋」という）と提携して発行するクレジットカードをヤマカタヤゴー
ルドカード（以下「本カード」という）と称します。

第2条（カードの発行）
本特約及びセゾンカード規約（ゴールドカードセゾンの特則を含む）を承
認し、山形屋と当社（以下、あわせて「両社」という）に本カードのご利用の
お申込をされ、両社が本カードのご利用を承諾した方（以下「会員」とい
う）に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立す
るものとします。

第3条（カード規約）
⑴本カードについては、セゾンカード規約（ゴールドカードセゾンの特則
を含む）に加え本特約が適用されます。両規定が重複する場合は本特約
を優先いたします。
⑵本カードについては、セゾンカード規約第５章（ゴールドセゾンの特則）
第２７条の適用はありません。

第4条（弁済金等の支払方法等）
セゾンカード規約第５章（ゴールドセゾンの特則）第２８条⑴に定める分
割払いの（例）及び分割払い表は、下記の通りとなります。

記
（例）現金価格	 ５０，０００円、１０回払いの時
●分割払手数料	 ５０，０００円×（３．５円／１００円）＝１，７５０円
●支払総額	 ５０，０００円＋１，７５０円＝５１，７５０円
●各支払日の分割支払金	５１，７５０円÷１０回＝５，１７５円

支払回数	 （回） ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
支払期間	 （ヶ月） ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
実質年率	 （％）６．３ ６．８ ７．０ ７．２ ７．４ ７．５ ７．５ ７．６ ７．７ ７．７ ７．８
現金価格１００円当た
りの手数料の額	（円）１．１ １．４ １．８ ２．１ ２．５ ２．８ ３．２ ３．５ ３．９ ４．２ ４．６

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
７．８ ７．８ ７．８ ７．８ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９

４．９ ５．３ ５．６ ６．０ ６．３ ６．７ ７．０ ７．４ ７．７ ８．１ ８．４ ８．８ ９．１ ９．５ ９．８

２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６
２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６
７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９

１０．２１０．５ １０．９ １１．２ １１．６ １１．９ １２．３ １２．６

第5条（本規約の変更等の準用）
セゾンカード規約第１９条（本規約の変更等）の規定は、本特約の変更に
ついて準用します。この場合において、セゾンカード規約第１９条（本規
約の変更等）中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。

ヤマカタヤゴールド アメリカン・エキスプレス・カード特約
※ ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＥＸＰＲＥＳＳをお選びの方
第1条（カード名称）
株式会社クレディセゾン（以下「当社」という）が株式会社山形屋（以下
「山形屋」という）と提携して発行するクレジットカードをヤマカタヤゴー
ルド・アメリカン・エキスプレス・カード（以下「本カード」という）と称します。

第2条（カードの発行）
本特約及びセゾンカード規約（セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの
特則を含む）を承認し、山形屋と当社（以下、あわせて「両社」という）に本
カードのご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を承諾した方
（以下「会員」という）に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾

ヤマカタヤゴールドカード特約



した日に成立するものとします。
第3条（カード規約）
本カードについては、セゾンカード規約（セゾンアメリカン・エキスプレ
ス・カードの特則を含む）に加え本特約が適用されます。両規定が重複
する場合は本特約を優先いたします。

第4条（弁済金等の支払方法等）
⑴セゾンカード規約第７条（弁済金等の支払方法等）⑵の会員にご利用
の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。又、次の事
項を追加します。
⑨分割払い－商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価
格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入
時に指定した支払回数で割った金額を支払う方法です。但し、各お支払
日の支払金額の単位は１円とし、端数が発生した場合は初回に算入いた
します。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表の通りとなり
ます。
（例）現金価格	 ５０，０００円、１０回払いの時
●分割払手数料	 ５０，０００円×（３．５円／１００円）＝１，７５０円
●支払総額	 ５０，０００円＋１，７５０円＝５１，７５０円
●各支払日の分割支払金	５１，７５０円÷１０回＝５，１７５円

支払回数	 （回） ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
支払期間	 （ヶ月） ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
実質年率	 （％）６．３ ６．８ ７．０ ７．２ ７．４ ７．５ ７．５ ７．６ ７．７ ７．７ ７．８
現金価格１００円当た
りの手数料の額	（円）１．１ １．４ １．８ ２．１ ２．５ ２．８ ３．２ ３．５ ３．９ ４．２ ４．６

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
７．８ ７．８ ７．８ ７．８ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９

４．９ ５．３ ５．６ ６．０ ６．３ ６．７ ７．０ ７．４ ７．７ ８．１ ８．４ ８．８ ９．１ ９．５ ９．８

２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６
２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６
７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９ ７．９

１０．２１０．５ １０．９ １１．２ １１．６ １１．９ １２．３ １２．６

⑵セゾンカード規約第７条⑶の「分割支払金」に⑴で算出した各回のお
支払い金額を含めます。
⑶分割払いについては、セゾンカード規約第７条⑵⑧の支払方法の自動
変更サービスは適用されません。

第5条（早期完済の場合の特約）
分割払いの場合に、本会員が当初の契約の通りにお支払いされ、かつ約
定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員
は７８分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分
割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求
することができます。

第6条（本規約の変更等の準用）
セゾンカード規約第１９条（本規約の変更等）の規定は、本特約の変更に
ついて準用します。この場合において、セゾンカード規約第１９条（本規
約の変更等）中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。


